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二

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
三
百
九
号

　
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
で
あ
る
知
事
が
適
当
と
認
め
る
書
類
等
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年
大

分
県
告
示
第
七
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
　

　
　
令
和
二
年
五
月
二
十
五
日

大
分
県
知
事
　
　
広
　
　
　
瀬
　
　
　
勝
　
　
　
貞
　

　
第
一
条
中
「
第
一
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
削
る
。

　
第
六
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
第
二
条
第
二
号
」
を
「
第
一
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び

第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
一
　
本
人
の
写
真
の
表
示
の
あ
る
身
分
証
明
書
等
（
学
生
証
又
は
法
人
若
し
く
は
官
公
署
が
発
行
し
た
身

　
　
分
証
明
書
若
し
く
は
資
格
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
個
人
識
別
事
項
（
規
則
第
一
条
第
二

　
　
号
に
規
定
す
る
個
人
識
別
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
提
示
時
に
お
い
て
有

　
　
効
な
も
の
に
限
る
。
以
下
「
写
真
付
身
分
証
明
書
等
」
と
い
う
。
）

　
二
　
戦
傷
病
者
手
帳
そ
の
他
官
公
署
か
ら
発
行
又
は
発
給
を
さ
れ
た
本
人
の
写
真
の
表
示
の
あ
る
書
類

　
　
で
、
個
人
識
別
事
項
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
提
示
時
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
限
る
。
以
下
「
写
真
付

　
　
公
的
書
類
」
と
い
う
。
）

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
三
恵
印
刷
株
式
会
社
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
第
六
条
第
三
号
中
「
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
が
」
を
「
規
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番

号
利
用
事
務
等
実
施
者
（
以
下
「
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
」
と
い
う
。
）
が
」
に
改
め
、
同
条
第
五

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
五
　
税
理
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
税
理
士
証

　
　
票
（
提
示
時
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
限
る
。
以
下
「
税
理
士
証
票
」
と
い
う
。
）

　
第
六
条
を
第
三
条
と
す
る
。

　
第
七
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
第
三
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同

条
第
三
号
中
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
規

定
に
よ
る
通
知
カ
ー
ド
及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
並
び
に
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
特
定
個

人
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
省
令
」
を
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
個
人
番
号
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
個
人
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
省

令
」
に
改
め
、
「
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
還
付
さ
れ
た
通
知
カ
ー
ド
（
以
下
「
還
付
さ
れ
た
通
知
カ
ー

ド
」
と
い
う
。
）
又
は
同
省
令
」
を
削
り
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

　
第
八
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
第
三
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同

条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
一
　
本
人
の
写
真
の
表
示
の
な
い
身
分
証
明
書
等
で
、
個
人
識
別
事
項
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
提
示
時
に

　
　
お
い
て
有
効
な
も
の
に
限
る
。
以
下
「
写
真
な
し
身
分
証
明
書
等
」
と
い
う
。
）

　
二
　
地
方
税
若
し
く
は
国
税
の
領
収
証
書
若
し
く
は
納
税
証
明
書
又
は
社
会
保
険
料
若
し
く
は
公
共
料
金

　
　
の
領
収
証
書
で
領
収
日
付
の
押
印
又
は
発
行
年
月
日
及
び
個
人
識
別
事
項
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
提
示

　
　
時
に
お
い
て
領
収
日
付
又
は
発
行
年
月
日
が
六
箇
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。
以
下
「
地
方
税
等
の
領
収

　
　
証
書
等
」
と
い
う
。
）

　
三
　
印
鑑
登
録
証
明
書
、
戸
籍
の
附
票
の
写
し
そ
の
他
官
公
署
か
ら
発
行
又
は
発
給
を
さ
れ
た
本
人
の
写

　
　
真
の
表
示
の
な
い
書
類
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
）
で
、
個
人
識
別
事
項
の
記
載
が
あ
る
も

　
　
の
（
提
示
時
に
お
い
て
有
効
な
も
の
又
は
発
行
若
し
く
は
発
給
を
さ
れ
た
日
か
ら
六
箇
月
以
内
の
も
の

　
　
に
限
る
。
以
下
「
写
真
な
し
公
的
書
類
」
と
い
う
。
）

　
四
　
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
に
係
る
納
税
義
務
者

　
　
に
交
付
す
る
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
旨
の
通
知
書
又
は
特
別
徴
収
票
そ
の
他
租
税
に
関

　
　
す
る
法
律
又
は
地
方
税
法
そ
の
他
の
地
方
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
条
例
に
基
づ
い
て
個
人
番
号
利

　
　
用
事
務
等
実
施
者
が
本
人
に
対
し
て
交
付
し
た
書
類
で
個
人
識
別
事
項
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
以
下

　
　
「
本
人
交
付
用
税
務
書
類
」
と
い
う
。
）

　
第
八
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
規
則
第
二
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
等
が
適
当
と
認
め
る
事
項
等
）

（
告
示
）



令
和
二
年
五
月
二
十
五
日

大
分
県
報
号
外

二

第
六
条
　
規
則
第
二
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
等
が
適
当
と
認
め
る
事
項
等
は
、
修
正
申
告

　
書
に
記
載
さ
れ
た
修
正
申
告
直
前
の
課
税
標
準
額
若
し
く
は
税
額
等
又
は
更
正
の
請
求
書
に
記
載
さ
れ
た

　
更
正
の
請
求
直
前
の
課
税
標
準
額
若
し
く
は
税
額
等
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
項
と
す
る
。

　
第
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
三
条
第
五
項
」
を
「
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条

と
す
る
。

　
第
十
条
の
見
出
し
中
「
第
三
条
第
六
項
」
を
「
第
二
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分

中
「
第
三
条
第
六
項
」
を
「
第
二
条
第
六
項
」
に
、
「
掲
げ
る
場
合
」
を
「
定
め
る
場
合
」
に
改
め
、
同
条

第
一
号
イ
中
「
通
知
カ
ー
ド
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
第
三
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
各
号
」

に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　
第
十
一
条
の
見
出
し
及
び
同
条
中
「
第
四
条
第
二
号
ロ
」
を
「
第
三
条
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
一

号
中
「
通
知
カ
ー
ド
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
還
付
さ
れ
た
通
知
カ
ー
ド
又
は
」
を
削
り
、
同
条

を
第
九
条
と
す
る
。

　
第
十
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
四
条
第
二
号
ロ
」
を
「
第
三
条
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
を

第
十
条
と
す
る
。

　
第
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
四
条
第
二
号
ニ
」
を
「
第
三
条
第
二
号
ニ
」
に
改
め
、
同
条
を

第
十
一
条
と
し
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
を
二
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
第
十
九
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
掲
げ
る
場
合
」
を
「
定
め
る
場
合
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
イ
中

「
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

　
第
二
十
条
第
一
号
中
「
還
付
さ
れ
た
通
知
カ
ー
ド
又
は
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
二
十
一

条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
二
十
二
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

　
第
二
十
三
条
第
一
号
中
「
又
は
通
知
カ
ー
ド
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
又
は
還
付
さ
れ
た
通
知
カ
ー

ド
」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
三
号

　
個
人
番
号
利
用
事
務
実
施
者
で
あ
る
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
書
類
等
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十

九
年
大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
二
年
五
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
分
　
県
　
教
　
育
　
委
　
員
　
会
　

　
第
三
条
及
び
第
四
条
を
削
る
。

　
第
五
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
条
第
二
号
」
を
「
第
一
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及

び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
一
　
本
人
の
写
真
の
表
示
の
あ
る
身
分
証
明
書
等
（
学
生
証
又
は
法
人
若
し
く
は
官
公
署
が
発
行
し
た
身

　
　
分
証
明
書
若
し
く
は
資
格
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
個
人
識
別
事
項
（
規
則
第
一
条
第
二

　
　
号
に
規
定
す
る
個
人
識
別
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
提
示
時
に
お
い
て
有

　
　
効
な
も
の
に
限
る
。
）

　
二
　
戦
傷
病
者
手
帳
そ
の
他
官
公
署
か
ら
発
行
又
は
発
給
を
さ
れ
た
本
人
の
写
真
の
表
示
の
あ
る
書
類

　
　
で
、
個
人
識
別
事
項
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
提
示
時
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
限
る
。
）

　
第
五
条
第
三
号
中
「
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
が
」
を
「
規
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番

号
利
用
事
務
等
実
施
者
（
以
下
「
個
人
番
号
利
用
事
務
等
実
施
者
」
と
い
う
。
）
が
」
に
改
め
、
同
条
第
五

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
五
　
税
理
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
税
理
士
証

　
　
票
（
提
示
時
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
限
る
。
）

　
第
五
条
を
第
三
条
と
す
る
。

　
第
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
三
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、

同
条
第
三
号
中
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の

規
定
に
よ
る
通
知
カ
ー
ド
及
び
個
人
番
号
カ
ー
ド
並
び
に
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
特
定

個
人
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
省
令
」
を
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
個
人
番
号
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
個
人
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る

省
令
」
に
改
め
、
「
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
還
付
さ
れ
た
通
知
カ
ー
ド
又
は
同
省
令
」
を
削
り
、
同
条
を

第
四
条
と
す
る
。

　
第
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
三
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、

同
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
一
　
本
人
の
写
真
の
表
示
の
な
い
身
分
証
明
書
等
で
、
個
人
識
別
事
項
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
提
示
時
に

　
　
お
い
て
有
効
な
も
の
に
限
る
。
）

　
二
　
地
方
税
若
し
く
は
国
税
の
領
収
証
書
若
し
く
は
納
税
証
明
書
又
は
社
会
保
険
料
若
し
く
は
公
共
料
金

　
　
の
領
収
証
書
で
領
収
日
付
の
押
印
又
は
発
行
年
月
日
及
び
個
人
識
別
事
項
の
記
載
が
あ
る
も
の
（
提
示

　
　
時
に
お
い
て
領
収
日
付
又
は
発
行
年
月
日
が
六
箇
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。
）

　
三
　
印
鑑
登
録
証
明
書
、
戸
籍
の
附
票
の
写
し
そ
の
他
官
公
署
か
ら
発
行
又
は
発
給
を
さ
れ
た
本
人
の
写

　
　
真
の
表
示
の
な
い
書
類
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
）
で
、
個
人
識
別
事
項
の
記
載
が
あ
る
も

　
　
の
（
提
示
時
に
お
い
て
有
効
な
も
の
又
は
発
行
若
し
く
は
発
給
さ
れ
た
日
か
ら
六
箇
月
以
内
の
も
の
に

（
告
示
・
教
育
委
告
示
）



令
和
二
年
五
月
二
十
五
日

大
分
県
報
号
外

三

（
教
育
委
告
示
）

　
　
限
る
。
）

　
四
　
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
に
係
る
納
税
義
務
者

　
　
に
交
付
す
る
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
旨
の
通
知
書
又
は
特
別
徴
収
票
そ
の
他
租
税
に
関

　
　
す
る
法
律
又
は
地
方
税
法
そ
の
他
の
地
方
税
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
条
例
に
基
づ
い
て
個
人
番
号
利

　
　
用
事
務
等
実
施
者
が
本
人
に
対
し
て
交
付
し
た
書
類
で
個
人
識
別
事
項
の
記
載
が
あ
る
も
の

　
第
七
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


